
付加保険料制度について

備えが命を繋ぐ
羽島郡広域連合消防本部　☎388‐1195消防署

　付加保険料制度は、国民年金保険料（令和7年度は月額17,510円）に加えて付加保険料
（月額400円）を納めることにより、将来受給する年金額を増やすことができる制度です。
「200円×付加保険料を納めた月数」が付加年金額として老齢年金額に上乗せして受給する
ことができます。
●納めることができる方
　・国民年金第1号被保険者
　・任意加入被保険者（65歳以上の方を除く）
●申込手続き
　・付加保険料を納付するには付加保険料納付申出書の提出が必要です。
　・申出にはマイナンバーまたは基礎年金番号がわかるものが必要です。
　　（マイナンバーカード、基礎年金番号通知書、年金手帳など）
　・付加保険料の納付は申出をした月分からになります。
●注意事項
　・納期限は納付対象月の翌月末日です。
　・付加保険料の納付をやめる場合は付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。
　・国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
●申込場所
　岐阜南年金事務所または役場住民課
※「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して電子申請もできます。
c岐阜南年金事務所　☎273‐6161　　住民課　☎388‐1115

　住宅火災は、思わぬタイミングで突然発
生します。特に夜間や睡眠中の火災は、煙
や炎に気づくのが遅れ、「逃げ遅れ」により
亡くなる方が多くなる傾向があります。
　火災を早期に知らせてくれるのが「住宅
用火災警報器」です。適切な場所に設置し、
定期的に点検していなければ、その機能を
十分に発揮できません。この機会に、今一
度、ご自宅の警報器を確認してみましょう。
【設置が必要な場所】
1　すべての寝室（人数に関係なく）。
2　寝室が2階の場合→2階の階段部分。
【設置位置のポイント】
1　壁に設置する場合

→天井から15～50cm以内にしましょう。
2　天井に設置する場合

→壁や梁から60cm以上離しましょう。
3　エアコンの吹き出し口から1.5m以上離

しましょう。

【点検の仕方】
　警報器本体のボタンを押すか、点検ひも
を引いて音が鳴るか確認してください。音が
出ない場合は電池切れか本体の不具合の
可能性があります。説明書で確認し、必要に
応じてメーカーへ連絡してください。

　住宅用火災警報器の寿命はおおむね10
年です。年数にかかわらず、作動チェックは
年に数回が理想です。火災から命を守るた
めには、「気づく」ことが最も重要です。備え
を怠らず、日ごろから
の点検を忘れないよ
うにしましょう。

　　「下水道の日」は下水道普及率が6%と他国に比べて著しく遅れていた日本の下水道の全国的
な普及促進を目的に「全国下水道促進デー」として制定されたことが始まりで、平成13年にはより親
しみのある名称として「下水道の日」に変更されました。

　笠松町の下水道事業は、家庭や事業所から出る汚水をきれいな水にして河川な
どへ放流する大切な事業で、下水道の整備は町民の皆さんからの要望も強く、町と
しても力を入れて取り組んでおり、平成4年の供用開始以降の町の下水道区域内普
及率は、約93%（令和7年4月1日現在）となりました。

　下水道は使用できる皆さん全てにご使用いただかなければ、本来の目的である
「生活環境・公衆衛生の向上」や「自然・水質の保全」を達成することはできず、多額
の税金や費用を使って建設した費用対効果が得られなくなってしまいます。
　下水道の使用は私たちの未来に対する義務と考え、供用開始区域（公共下水道
が使用できる区域）内の方は、速やかな下水道への接続をお願いします。

・水洗トイレでは、トイレットペーパー以外の水に溶けない紙（ティッシュペーパーや
ウエットティッシュ）や紙おむつなどの衛生用品を流さないでください。

・キッチンでは、調理のくずや食べ残し、揚げ物の残り油などを流さないでください。

　これらは、排水管の詰まりや下水道処理場の機能を低下させる原因
となるばかりか、修理に多額の費用がかかる場合がありますので、適切
な下水道の使用にご協力ください。

▲供用開始区域

下水道に関する相談・問水道課　☎388‐1118

第3回笠松町議会臨時会議決結果（7月15日開会　同日閉会）
第44号　笠松小学校南舎屋上防水等改修工事請負契

約の締結
笠松小学校南舎の漏水に対し、屋上防水工事、内装・

外壁改修工事を実施するため工事請負契約の締結
契約金額 69,300,000円
第45号　令和7年度笠松町一般会計補正予算（第4号）

補正額 1,262,000円
補正後歳入歳出予算額 8,594,401,000円

［主な補正内容］
・庁舎内のテレビと公用車カーナビのNHK放送受信未

契約に伴い、利用月からのNHK受信料を支払うこと
による増額

・令和7年8月から開始する給食調理等の外部委託に
あたり、不足する調理用備品を購入することによる増
額

［すべて可決］

～下水道への接続はお早めに～
9月10日は下水道の日

下水道を使用している皆さんへ
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